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銀行カードローンの過剰融資の是正を求める要請書 

  
 手軽さを売りにした銀行カードローン、その貸付残高は急増しており、サラ金など貸金業者

の貸付残高の２倍以上で、大半は生活苦からの借り入れが動機となっています。 

 銀行カードローンは、年１０数％というサラ金並みの高金利で貸し付けがされているため、

借りたお金を返せなくなり、自己破産に追い込まれる人たちが相次いでいます。２０１６年の

１年間で自己破産をした人は６万４６３８人にのぼり、１３年ぶりに前年を上回っています。 

 増加の背景には、銀行カードローンの過剰貸付を原因とする多重債務者の急増があります。 

 無担保、無保証で個人に銀行が現金を高金利で融資をし、銀行だから安心だろうという社会

的信用を裏切って、まともな融資審査もなされないままに貸付が行われ、その結果経済的に苦

しい人たちを儲けのための食いものとなる被害が続出しており、いまや「銀行カードローン」

融資の実態は社会的大問題といわねばなりません。 

 かつてサラ金については改正貸金業法で、個人への貸付けは年収の３分の１を上限とする

「総量規制」が導入されましたが、銀行カードローンは規制の対象外とされており、“野放し

”状態となったままです。生活苦にあえぐ人たちに銀行が高金利でお金を貸し出し、もうけの

手段とするといったおよそまともな金融の姿とは無縁のこうした状態は直ちに改めさせるべ

きです。 

 ２０１７年９月に金融庁が銀行カードローンの実態について立入検査を開始し、ごく一部に

は業務の改善の兆しはあるものの、全体として過剰融資の実態は改まっていないものといわざ

るを得ません。 

 私たちはすみやかに貴協会に対し、以下のとおり業界規制を行うことを求めます。 

 

【要請事項】 

１、銀行カードローン融資についても貸金業法上の総量規制内にするよう、各銀行に

指導徹底を図ってください 

２、また、貸金業者が融資の保証会社となる場合、その保証金額も総量規制の対象と

してください。 

 ３．銀行によるカードローン融資の過剰な宣伝・広告について規制を求めます 

 ４．高すぎる銀行カードローン融資の金利を引き下げるよう規制を求めます 
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銀行カードローンに対する 

過剰融資の是正と法的規制を求める要請書 

 

 手軽さを売りにした銀行カードローン、その貸付残高は急増しており、サラ金など貸金業者

の貸付残高の２倍以上で、大半は生活苦からの借り入れが動機となっています。 

 銀行カードローンは、年１０数％というサラ金並みの高金利で貸し付けがされているため、

借りたお金を返せなくなり、自己破産に追い込まれる人たちが相次いでいます。２０１６年の

１年間で自己破産をした人は６万４６３８人にのぼり、１３年ぶりに前年を上回っています。 

 増加の背景には、銀行カードローンの過剰貸付を原因とする多重債務者の急増があります。 

 無担保、無保証で個人に銀行が現金を高金利で融資をし、銀行だから安心だろうという社会

的信用を裏切って、まともな融資審査もなされないままに貸付が行われ、その結果経済的に苦

しい人たちを儲けのための食いものとなる被害が続出しており、いまや「銀行カードローン」

融資の実態は社会的大問題といわねばなりません。 

 かつてサラ金については改正貸金業法で、個人への貸付けは年収の３分の１を上限とする

「総量規制」が導入されましたが、銀行カードローンは規制の対象外とされており、“野放し

”状態となったままです。生活苦にあえぐ人たちに銀行が高金利でお金を貸し出し、もうけの

手段とするといったおよそまともな金融の姿とは無縁のこうした状態は直ちに改めさせるべ

きです。 

 ２０１７年９月に御庁が銀行カードローンの実態について立入検査を開始され、ごく一部に

は業務の改善の兆しはあるものの、全体として過剰融資の実態は改まっていないものといわざ

るを得ません。 

 私たちはすみやかに貴庁に対し、以下のとおり法的規制を行うことを求めます。 

 

【要請事項】 

１、銀行カードローン融資についても貸金業法上の総量規制内にするよう、各銀行に

指導徹底を図ってください 

２、また、貸金業者が融資の保証会社となる場合、その保証金額も総量規制の対象と

してください。 

 ３．銀行によるカードローン融資の過剰な宣伝・広告について規制を求めます 

 ４．高すぎる銀行カードローン融資の金利を引き下げるよう規制を求めます 

 


